
領事・旅券手数料改正のお知らせ 
 

平成３０年３月１５日 
在サンパウロ総領事館 領事部 

 
 平成３０年（２０１８年）４月１日をもって、領事・旅券手数料が下記のとおり改正される
予定ですので、お知らせいたします。なお、（  ）内は旧手数料です。 
 
 

種                        別 金    額（Ｒ＄） 

   遺産の保護管理 

   遺言の公証 

  遺産の額の２／１００ 

   １６３,００(１８４,００) 

 

 旅 

 

 券 

 

 関 

 

 係 

３．一般旅券(１０年用)の発給 

４．一般旅券(５年用)の発給 

５．一般旅券(１２歳未満)の発給 

６．他の一般旅券の発給（限定・記載事項変更等） 

７． 

８．一般旅券の渡航先の追加９．10．（削 除） 

11．一般旅券の査証欄の増補 

12．渡航書の発給 

   ４５７,００(５１６,００) 

   ３１４,００(３５５,００) 

   １７１,００(１９４,００) 

   １７１,００(１９４,００) 

   

     ４６,００( ５２,００) 

     ７１,００( ８１,００) 

     ７１,００( ８１,００) 

 

 査 

 

 証 

 

 関 

 

 係 

一般入国査証   a. 一般 

13．         b. インド人 

     ８６,００( ９７,００) 

     ２４,００( ２７,００) 

   数次入国査証   a. 一般 

14．         b. インド人 

   １７１,００(１９４,００) 

     ２４,００( ２７,００) 

   通過査証     a. 一般 

15．         b. インド人 

     ２０,００( ２３,００) 

       ２,００(  ２,００) 

16．再入国の許可の有効期間の延長17．     ８６,００ ( ９７,００) 

 

 

 

 証 

 

 

 明 

 

 

 関 

 

 

 係 

18．（削 除） 

19．国籍証明 

20．在留証明 

21．出生、婚姻、死亡等身分上の事項に関する証明 

22．職業証明 

24．署名又は印章の証明 

イ．官公署に係るもの 

ロ．その他のもの 

25．遺骨証明 

26．原産地証明 

27．日本品の外国輸入証明 

28．船内遺留品目録証明 

29．航行報告証明 

30．上記に掲げるもの以外の証明 

 

   １２６,００(１４２,００) 

     ３４,００( ３９,００) 

     ３４,００( ３９,００) 

     ５７,００( ６５,００) 

    

   １２９,００(１４５,００) 

     ４９,００( ５５,００) 

     ７１,００( ８１,００) 

   １２６,００(１４２,００) 

   １０９,００(１２３,００) 

     ２６,００( ２９,００) 

     ３７,００( ４２,００) 

     ６０,００( ６８,００) 

 
 


